
船舶インシデント調査報告書 

平成３０年１０月２４日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

インシデント種類 運航不能（舵故障） 

発生日時 平成３０年７月３日 ０５時００分ごろ 

発生場所 青森県平内
ひらない

町小
こ

湊
みなと

漁港北東方沖 

 陸奥
む つ

小湊漁港東防波堤灯台から真方位０４５°２.４海里付近 

 （概位 北緯４０°５８.２′ 東経１４１°０１.２′） 

インシデントの概要  漁船ゆうえい丸は、操業中、舵板が作動しなくなり、運航不能とな

った。 

インシデント調査の経過 平成３０年７月４日、主管調査官（仙台事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

漁船 ゆうえい丸、４.２トン 

 ＡＭ３－３５６２８（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、二級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北東、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏 

日出時刻：０４時０８分ごろ 

 インシデントの経過等 本船は、船長ほか３人が乗り組み、ほたて漁の操業中、船長が操舵

室で操船していたところ、舵が効かなくなって運航不能となった。 

乗組員は、各部の点検を行ったところ、左舷船尾付近の甲板上にあ

る‘操舵装置の油圧シリンダにつながる作動油が通る油圧ホース’

（以下「本件ホース」という。）に破口を生じているのを認めた。 

本船は、乗組員による応急処置ができず、１１０番通報を行い、来

援した水難救済会平内町救難所の所属船にえい
．．

航されて小湊漁港に入

港した。 

本船は、修理業者によって本件ホースの交換修理が行われて復旧し

た。 

 

本船は、平成３年１１月に進水し、本件ホースについては、これま

でに破口を生じたことがあり、その際に修理業者による交換修理が行

われたことがあったが、本インシデントが発生するまで、舵が正常に

作動していた。 

分析 本船は、操業中、本件ホースに破口を生じたことから、作動油が漏

えい
．．

して油圧が上昇せず、舵板が作動しなくなり、運航不能となった

ものと考えられる。 

原因 本インシデントは、本船が、操業中、本件ホースに破口を生じたた



め、作動油が漏えい
．．

して油圧が上昇せず、舵板が作動しなくなったこ

とにより発生したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・整備業者に依頼するなどして定期的に操舵装置の点検整備を行う

こと。 

 ・海上における事故等の緊急時には、１１８番通報を行うこと。 

 


